
国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程 

 

平成２１年４月１日 

２１ 教 規程第８号

 

第１条 省略 

 

（育児休業） 

第２条 この規程において、「育児休業」とは、職員が３歳（次条第１項第１号

イ、ロのいずれにも該当する職員については１歳６ヶ月。以下第５条及び第６

条第１項第２号において同じ。）に満たない実子又は養子を養育するためにす

る休業をいう。 

 

（育児休業の適用除外者） 

第３条 次の各号の一に該当する職員は、育児休業をすることができない。 

 一 省略 

 二 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半

数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で締

結された協定により、適用除外とされた次に掲げる職員 

イ 職員の配偶者（内縁関係を含む。以下同じ。）が常態としてその子の養育

をすることができる職員 

ロ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

２ 前項第２号イの「職員の配偶者（内縁関係を含む。）が常態としてその子の養

育をすることができる」とは、次に掲げるいずれにも該当する場合をいう。 

一 職業に就いていない者（育児休業その他の休業により就業していない者及

び１週間の就業日数が２日以下の者を含む。） 

二 負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により、自ら子を養育すること

が困難な状態にある者でないこと。 

三 ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定であ

るかは産後８週間を経過しない者でないこと。 

四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。 

 

 

 

第１条 省略（現行どおり） 

 

（育児休業） 

第２条 この規程において、「育児休業」とは、職員が３歳（次条第１項第１号に

該当する職員については１歳６ヶ月。以下第５条及び第６条第１項第２号にお

いて同じ。）に満たない実子又は養子を養育するためにする休業をいう。 

 

 

（育児休業の適用除外者） 

第３条 次の各号の一に該当する職員は、育児休業をすることができない。 

 一 省略 

 二 学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半

数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で締

結された協定により、適用除外とされた次に掲げる職員 

  イ 削除 

  ロ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

 

２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（育児休業の申出） 

第４条 育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間

の初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了

予定日」という。）を明らかにして、当該育児休業開始予定日の１ヶ月前の日ま

でに育児休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければなら

ない。 

２～３ 省略 

４ 次の各号の一に該当する事由が生じた場合で、育児休業開始予定日が申出の

あった日の翌日から１週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業

開始予定日と申し出のあった日から起算して１週間を経過する日までの間のい

ずれかの日を指定することができる。 

一～四 省略 

５ 省略 

 

 

 

 

 

第５条 省略 

 

（育児休業期間の終了） 

第６条 育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった

場合には、育児休業はその事由が生じた日（第７号から第１１号に掲げる事由

が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

一～六 省略 

七 職員の配偶者が第３条第２項各号のいずれにも該当する状態となり、育児

休業にかかる子を養育できることとなったとき。 

八～十 省略 

２～３ 省略 

 

（育児休業の申出回数） 

第７条 育児休業の申し出は、一子につき１回限りとする。また、双子以上の場

合もこれを一子とみなす。 

 

 

 

（育児休業の申出） 

第４条 育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間

の初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了

予定日」という。）を明らかにして、当該育児休業開始予定日の１ヶ月前の日ま

でに育児休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければなら

ない。 

２～３ 省略（現行どおり） 

４ 次の各号の一に該当する事由が生じた場合で、育児休業開始予定日が申出の

あった日の翌日から１週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業

開始予定日と申し出のあった日から起算して１週間を経過する日までの間のい

ずれかの日を指定することができる。 

一～四 省略（現行どおり） 

五 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

六 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

５ 省略（現行どおり） 

 

第５条 省略（現行どおり） 

 

（育児休業期間の終了） 

第６条 育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった

場合には、育児休業はその事由が生じた日（第７号から第１１号に掲げる事由

が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

一～六 省略（現行どおり） 

七 削除 

八～十 省略（現行どおり） 

２～３ 省略（現行どおり） 

 

 

（育児休業の申出回数） 

第７条 育児休業の申し出は、一子につき１回限り（当該育児休業に係る子の出

生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出

生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して８週間を経

過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該



 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申

し出ができるものとする。 

一～三 省略 

  

 

 

 

 

（育児休業開始予定日の変更） 

第８条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の

各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書に別表１

に掲げる書類を添付して、学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を

１回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができ

る。 

 一～四 省略 

 

 

 

２～３ 省略 

 

第９条～第１４条 省略 

 

 

（育児休業申出の撤回） 

第１５条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、

育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回す

ることができる。 

２ 省略 

３ 第１項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、当該育児休業申出に係

る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、再度の育児休業申

出をすることができない。 

 一～三 省略 

 

出産予定日から当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までとす

る。）の期間内に職員が当該子を養育するためにした最初の申し出によりする育児

休業を除く。）とする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申

し出ができるものとする。 

 一～三 省略（現行どおり） 

四 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

五 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

 

（育児休業開始予定日の変更） 

第８条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の

各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書に必要な

証明書類を添付して、学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を１回

に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

 一～四 省略（現行どおり） 

五 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

六 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

２～３ 省略（現行どおり） 

 

第９条～第１４条 省略（現行どおり） 

 

 

（育児休業申出の撤回） 

第１５条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、

育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回す

ることができる。 

２ 省略（現行どおり） 

３ 第１項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、当該育児休業申出に係

る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、再度の育児休業申

出をすることができない。 

 一～三 省略（現行どおり） 

四 育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、



 

 

 

４～５ 省略 

 

（育児短時間勤務） 

第１６条 この規程において「育児短時間勤務」とは、職員が小学校就学の始期に

達しない実子または養子を養育するために国立大学法人東京農工大学職員の労

働時間、休暇等に関する規程（以下「労働時間規程」という。）により定められ

た所定労働時間を短縮して勤務することをいう。 

２ 省略 

 

第１７条～第１８条 省略 

 

（育児短時間勤務期間） 

第１９条 育児短時間勤務を取得できる期間は、子が出生した日から小学校就学

の始期に達する日までの必要な期間とする。（１月以上１年以下の期間に限る。）

 

２ 省略 

 

（育児短時間勤務期間の終了） 

第２０条 育児短時間勤務期間の終了については、第６条の規定を準用する。こ

の場合において、第６条第１項第２号及び第１０号中｢３歳｣とあるのは｢小学校

就学の始期｣、第３項中｢育児休業終了確認通知書｣とあるのは｢育児短時間勤務

終了通知確認書｣と読み替えるものとする。 

 

（育児短時間勤務期間の延長） 

第２１条 育児短時間勤務をしている職員は、学長に対し当該育児短時間勤務の

延長を申し出ることができる。 

 ２ 省略 

 

第２２条 省略 

 

（育児部分休業） 

第２３条 この規程において「育児部分休業」とは、職員が小学校第４学年の始

期に達していない実子又は養子を養育するために労働時間規程により定められ

２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

五 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

４～５ 省略（現行どおり） 

 

（育児短時間勤務） 

第１６条 この規程において「育児短時間勤務」とは、職員が小学校第４学年の

始期に達しない実子または養子を養育するために国立大学法人東京農工大学職

員の労働時間、休暇等に関する規程（以下「労働時間規程」という。）により定

められた所定労働時間を短縮して勤務することをいう。 

２ 省略（現行どおり） 

 

第１７条～第１８条 省略（現行どおり） 

 

（育児短時間勤務期間） 

第１９条 育児短時間勤務を取得できる期間は、子が出生した日から小学校第４

学年の始期に達する日までの必要な期間とする。（１月以上１年以下の期間に限

る。） 

２ 省略（現行どおり） 

 

（育児短時間勤務の終了） 

第２０条 育児短時間勤務期間の終了については、第６条の規定を準用する。こ

の場合において、第６条第１項第２号及び第１０号中｢３歳｣とあるのは｢小学校

第４学年の始期｣、第３項中｢育児休業終了確認通知書｣とあるのは｢育児短時間

勤務終了通知確認書｣と読み替えるものとする。 

 

（育児短時間勤務終了日の変更） 

第２１条 育児短時間勤務をしている職員は、学長に対し当該育児短時間勤務の

延長を申し出ることができる。 

 ２ 省略 

 

第２２条 省略（現行どおり） 

 

（育児部分休業） 

第２３条 この規程において「育児部分休業」とは、職員が小学校第４学年の始

期に達していない実子又は養子を養育するために労働時間規程により定められ



た所定労働時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間（労働時間規

程第２４条第１項第８号に定める保育時間の休暇を承認されている職員につい

ては、２時間から当該保育時間を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託

児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、３０分単位でする休業を

いう。 

 

第２４条 省略（現行どおり） 

 

（育児部分休業の申出） 

第２５条 育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しようと

する日の１ヶ月前の日までに育児部分休業申出書に必要な証明書類を添付し

て、学長に申し出なければならない。 

２ 前項の申し出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。 

 

 

 

第２６条～第２７条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（介護休業） 

第３２条 この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は老齢によ

り２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態（以下、要介

護状態という。）にある配偶者、父母、子、配偶者の父母及び職員と同居してい

る祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、

配偶者の子（以下、対象家族という。）の介護を行うためにする休業をいう。 

 

 

第３３条 省略 

 

（介護休業の申出） 

た所定労働時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間（労働時間規

程第２４条第１項第８号に定める保育休暇を承認されている職員については、

２時間から当該保育休暇の時間を減じた時間）を超えない範囲内で、３０分単

位でする休業をいう。 

 

 

第２４条 省略（現行どおり） 

 

（育児部分休業の申出） 

第２５条 育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しよう

とする日の１ヶ月前の日までに育児部分休業申出書に必要な証明書類を添付し

て、学長に申し出なければならない。 

２ 省略（現行どおり） 

３ 学長は、育児部分休業の申し出があった場合には、当該育児部分休業を申し

出た職員に育児部分休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。 

 

第２６条～第２７条 省略（現行どおり） 

 

（育児部分休業終了日の変更） 

第２７条の２ 育児部分休業をしている職員は、学長に対し、当該育児部分休業

期間の短縮を申し出ることができる。 

２ 育児部分休業期間の短縮の申し出については、第２５条の規定を準用する。

この場合において第２５条第３項中｢育児部分休業取扱通知書｣とあるのは｢育児

部分休業期間変更通知書｣と読み替えるものとする。 

 

（介護休業） 

第３２条 この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障

がある状態（以下、要介護状態という。）にある配偶者、父母、子、配偶者の父

母及び職員と同居している祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父

母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子（以下、対象家族という。）の介護を行う

ためにする休業をいう。 

 

第３３条 省略（現行どおり） 

 

（介護休業の申出） 



第３４条 介護休業を取得しようとする職員は、介護休業を開始しようとする期間

の初日及び末日を明らかにして、当該介護休業開始予定日の２週間前の日まで

に介護休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならな

い。 

 

２～３ 省略 

 

（介護休業期間） 

第３５条 介護休業を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、要介護

状態に至るごとに通算して１８６日（第３３条第１項に定める職員については

９３日）までの必要な期間とする。 

２ 省略 

 

（介護休業期間の終了） 

第３６条 介護休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった

場合には、介護休業はその事由が生じた日（第４号及び第５号に掲げる事由が

生じた場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

一～二 省略 

三 介護休業に係る対象家族の症状が軽減し、介護が不要となったとき。 

四～五 省略 

 

 

 

 

２～３ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４条 介護休業を取得しようとする職員は、介護休業を開始しようとする期

間の初日（以下、「介護休業開始予定日」という。）及び末日（以下、「介護休業

終了予定日」という。）を明らかにして、当該介護休業開始予定日の２週間前の

日までに介護休業申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければ

ならない。 

２～３ 省略（現行どおり） 

 

（介護休業期間） 

第３５条 介護休業を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、通算

して１８６日（第３３条第１項に定める職員については９３日。日数には休日

を含む。）までの必要な期間とする。 

２ 省略（現行どおり） 

 

（介護休業期間の終了） 

第３６条 介護休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなっ

た場合には、介護休業はその事由が生じた日（第４号及び第５号に掲げる事由

が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

 一～二 省略（現行どおり） 

 三 削除 

 四～五 省略（現行どおり） 

六 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業に係る対象家族と介護休業をし

ている職員との親族関係が消滅したとき。 

七 介護休業をしている職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より介護休業に係る対象家族について介護ができない状態になったとき。 

２～３ 省略（現行どおり） 

 

（介護休業の申出の回数） 

第３６条の２ 介護休業の申出は、対象家族 1 人につき、一の要介護状態につい

て1回とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申

出ができるものとする。 

 一 介護休業申出をした職員について、新たな介護休業が始まったことにより

介護休業が終了した場合であって、当該新たな介護休業が終了する日までに、新

たな介護休業に係る対象家族が死亡又は離婚、婚姻の取消、離縁等により新たな

介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したと

き。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条～第３９条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 介護休業申出をした職員について産前産後の休暇又は育児休業が始まった

ことにより介護休業が終了した場合であって、当該休暇又は育児休業が終了する

までに、当該休暇又は育児休業に係る子のすべてが死亡又は養子縁組等により別

居することとなったとき。 

(介護休業終了予定日の変更) 

第３６条の３ 介護休業をしている職員は、介護休業終了予定日の２週間前の日

までに介護休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護休業期間を 1

回に限り、延長することができる。この場合において、介護休業開始予定日から

変更後の介護休業終了予定日までの期間は１８６日(日数には休日を含む。第３３

条第１項に定める職員については９３日。)を超えないものとする。 

２ 学長は、前項の申出があった場合には、職員に介護休業期間変更通知書を交

付しなければならない。 

 

第３７条～第３９条 省略（現行どおり） 

 

(介護休業申出の撤回) 

第３９条の２ 介護休業申出をした職員は、介護休業開始予定日（第３４条第２

項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。)

の前日までに、介護休業撤回申出書で学長に申し出ることにより、介護休業申出

を撤回することができる。 

２ 学長は、前項の申出があった場合には、職員に介護休業撤回確認通知書を交

付しなければならない。 

３ 第 1 項の規定による介護休業申出を撤回した職員は、当該撤回に係る対象家

族については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、介護休業申出

をすることができない。ただし、特段の事情がある場合について学長がこれを適

当と認めた場合には，この限りではない。 

４ 介護休業申出がされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次

に掲げる事由が生じたときは、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。

 一 介護休業申出に係る対象家族が死亡したとき。 

 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業に係る対象家族と介護休業を申

し出た職員と親族関係が消滅したとき。 

三 介護休業をしている職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より介護休業に係る対象家族について介護をすることが困難になったとき。 

５ 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届により学長

に届け出なければならない。 

 



 

第４０条～第４２条 省略 

 

（介護短時間勤務期間） 

第４３条 介護短時間勤務を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、

要介護状態に至るごとに通算して１，０９６日までの必要な期間とする。 

２ 省略 

 

第４４条 省略 

 

 

 

 

 

（介護短時間勤務期間の延長） 

第４５条  介護短時間勤務をしている職員は、学長に対し当該介護短時間勤務の

延長を申し出ることができる。 

 

 

 

２  介護短時間勤務の延長の申し出については、第４２条の規定を準用する。こ

の場合において｢介護短時間勤務取扱通知書｣とあるのは｢介護短時間勤務期間

変更通知書｣と読み替えるものとする。 

 

第４６条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

第４７条～第４８条 省略 

 

（介護部分休業の申出） 

第４９条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業を開始しよう

第４０条～第４２条 省略（現行どおり） 

 

 （介護短時間勤務期間） 

第４３条 介護短時間勤務を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、

通算して１，０９６日（日数には休日を含む。）までの必要な期間とする。 

２ 省略（現行どおり） 

 

第４４条 省略（現行どおり） 

 

（介護短時間勤務の申出の回数） 

第４４条の２ 介護短時間勤務の申出の回数については、第３６条の２の規定を

準用する。 

 

（介護短時間勤務終了日の変更） 

第４５条 介護短時間勤務をしている職員は、介護短時間勤務終了日の２週間前

までに介護短時間勤務期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護短時

間勤務期間を 1 回に限り、延長することができる。この場合において、介護短

時間勤務開始日から変更後の介護短時間勤務終了日までの期間は１，０９６日

（日数には休日を含む。）を超えないものとする。 

２  学長は、前項の申出があった場合には、職員に介護短時間勤務期間変更通知

書を交付しなければならない。 

 

 

第４６条 省略（現行どおり） 

 

（介護短時間勤務申出の撤回） 

第４６条の２ 介護短時間勤務の申出の撤回については、第３９条の２の規定を

準用する。この場合において、｢介護休業撤回申出書｣とあるのは｢介護短時間勤務

撤回申出書｣、「介護休業撤回確認通知書」とあるのは「介護短時間勤務撤回確認

通知書」と読み替えるものとする。 

 

第４７条～第４８条 省略（現行どおり） 

 

（介護部分休業の申出） 

第４９条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業を開始しよう

とする日の２週間前の日までに介護部分休業申出書に必要な証明書類を添付し



とする日の２週間前の日までに介護部分休業申出書に必要な証明書類を添付し

て、学長に申し出なければならない。 

２ 省略 

 

 

 

（介護部分休業期間） 

第５０条 介護部分休業を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、要

介護状態に至るごとに通算して１，８２７日までの必要な期間とする。 

２ 省略 

 

第５１条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５２条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

第５３条～第５６条 省略 

て、学長に申し出なければならない。 

２ 省略（現行どおり） 

３ 学長は、介護部分休業の申し出があった場合には、当該介護部分休業を申し

出た職員に介護部分休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。 

 

（介護部分休業期間） 

第５０条 介護部分休業を取得できる期間は、原則として対象家族１人につき、

通算して１，８２７日（日数には休日を含む。）までの必要な期間とする。 

２ 省略（現行どおり） 

 

第５１条 省略（現行どおり） 

 

（介護部分休業の申出の回数） 

第５１条の２ 介護部分休業の申出の回数については、第３６条の２の規定を準

用する。 

  （介護部分休業終了日の変更） 

第５１条の３ 介護部分休業をしている職員は、介護部分休業終了日の２週間前

までに介護部分休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、介護部分休業

期間を延長することができる。この場合において、介護部分休業開始日から変更

後の介護部分休業終了日までの期間は１，８２７日（日数には休日を含む。）を超

えないものとする。 

２  介護部分休業をしている職員は、介護部分休業期間を短縮することができる。

介護部分休業の短縮の申出については、前項の規定を準用する。 

３ 学長は、前２項の申出があった場合には、職員に介護部分休業期間変更通知

書を交付しなければならない。 

 

第５２条 省略（現行どおり） 

 

（介護部分休業申出の撤回） 

第５２条の２ 介護部分休業申出の撤回については、第３９条の２の規定を準用

する。この場合において、｢介護休業撤回申出書｣とあるのは｢介護部分休業撤回申

出書｣、「介護休業撤回確認通知書」とあるのは「介護部分休業撤回確認通知書」

と読み替えるものとする。 

 

第５３条～第５６条 省略（現行どおり） 

 



 

（早出遅出勤務の適用者） 

第５７条 学長は、次に掲げる職員がその子を養育し、又はその家族を介護する

ために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に

当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。ただし、当該勤務の始業及

び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。 

一 小学校第４学年の始期に達するまでの子（職員と同居している子に限る。）

のある職員 

二 要介護状態にある対象家族の介護を行う職員 

２ 前項の規定にかかわらず、子を養育するために請求する職員で当該職員の配

偶者（当該請求に係る子の親である者に限る。）が次のいずれにも該当する場合は、

早出遅出勤務を請求することができない。 

一 職業に就いていない者（育児休業その他の休業により就業していない者及

び１週間の就業日数が２日以下の者を含む。）であること。 

二 負傷、疾病、身体上・精神上の障害により、子を養育することが困難な状

態にある者でないこと。 

三 ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の者又は産後８

週間を経過しない者でないこと。 

 

第５８条 省略 

 

（早出遅出勤務の終了） 

第５９条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には，早出遅出勤務期

間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。 

一 請求をした職員が、当該請求に係る子を養育又は家族を介護しないことと

なった場合、当該請求に係る子と同居しないこととなった場合及び第５７条

第２項に該当することとなった場合は、当該事由が発生した日 

二～三 省略 

２ 省略 

 

附 則 省略 

 

（早出遅出勤務の適用者） 

第５７条 学長は、次に掲げる職員がその子を養育し、又はその家族を介護する

ために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に

当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。ただし、当該勤務の始業及

び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。 

一 小学校第４学年の始期に達するまでの子（職員と同居している子に限

る。）のある職員 

二 省略（現行どおり） 

２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５８条 省略（現行どおり） 

 

（早出遅出勤務の終了） 

第５９条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には，早出遅出勤務期

間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。 

一 請求をした職員が、当該請求に係る子を養育又は家族を介護しないことと

なった場合及び当該請求に係る子と同居しないこととなった場合は、当該事

由が発生した日 

 二～三 省略（現行どおり） 

２ 省略（現行どおり） 

 

附 則 省略（現行どおり） 

 

附 則（２２ 教 規程 第２２号） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。


